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　今回は、先月のホタテ稚貝放流作業に引続き、ホタテの本操業
を取材させていただきました。船の中で繰り広げられるとても素
早い乗組員さんの動きにただただ圧倒されてしまいました。取材
させていただいた〝第十八さろま丸〟のみなさん本当にありがと
うございました。また、６月は運動会など沢山の行事があったり、
パーマ市訪問団の来町などとても楽しませてもらいました♪

　悪質な自転車運転者に安全講習を義務付ける制度が６月１日
より始まりました。14歳以上を対象に、3年以内に2回以上「危
険行為」で摘発された場合、安全講習を受講しなければいけま
せん。危険行為が見つかれば警察から指導・警告を受け、従わ
なければ交通違反切符の交付となります。また、危険行為で
摘発されたにもかかわらず、安全講習を受講しなかった場合、
５万円以下の罰金が科せられます。また、携帯電話を使用して
いて事故を起こした場合も摘発される可能性があります。

①信号無視　　　
②通行禁止違反
③歩行者用道路での徐行違反など
④通行区分違反
⑤路側帯の歩行者妨害
⑥遮断機が下りた踏切への立ち入り
⑦交差点での優先道路通行車の妨害など
⑧交差点での右折車優先妨害など
⑨環状交差点での安全進行義務違反
⑩一時停止違反
⑪歩道での歩行者妨害
⑫ブレーキのない自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭携帯電話を使用しながら運転事故を起
　こしたケースなどの安全運転義務違反

■　ＳＴＯＰ  ザ  交通事故

　　　しんごうを　よくみてわたろう　あんぜんに　

　

　　佐呂間小学校２年　堀口　楓乃音

■　交通事故発生状況

　　（平成 27 年４月末現在）

　　発生　２件（－３件）　　　　死亡　１人（＋１人）

　　傷者　１人（－ 10 人）　　　　

　　※（　）内は前年比　※発生件数は人身事故の件数

■　交通死亡事故ゼロ運動

　　75 日（６／ 20 現在）


